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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】令和2年1月16日(2020.1.16)

【公開番号】特開2018-91918(P2018-91918A)
【公開日】平成30年6月14日(2018.6.14)
【年通号数】公開・登録公報2018-022
【出願番号】特願2016-233243(P2016-233243)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/22     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/00     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   1/11     (2015.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ    5/22     　　　　
   Ｇ０２Ｂ    5/00     　　　Ｚ
   Ｇ０２Ｂ    1/11     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年11月29日(2019.11.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板に設けられた反射防止膜と、前記基板と前記反射防止膜の間に設けら
れ入射光の一部を吸収する吸収層と、前記基板と前記吸収層との間に配置された中間膜を
有する光学素子であって、
　前記中間膜は、波長５５０ｎｍにおける屈折率が、前記吸収層の屈折率と前記基板の屈
折率の間の値である層を有し、
　波長λにおける前記吸収層の消衰係数をｋ（λ）、波長４００ｎｍの光の波長をλ４０

０、波長５５０ｎｍの光の波長をλ５５０、波長７００ｎｍの光の波長をλ７００とした
とき、
　０．０１≦ｋ（λ５５０）≦０．１５
　ｋ（λ４００）／λ４００＜ｋ（λ７００）／λ７００

なる条件式を満たすことを特徴とする光学素子。
【請求項２】
　基板と、前記基板に設けられた反射防止膜と、前記基板と前記反射防止膜の間に設けら
れ入射光の一部を吸収する吸収層と、前記基板と前記吸収層との間に配置された中間膜を
有する光学素子であって、
　前記中間膜は、波長５５０ｎｍにおける屈折率が、前記吸収層の屈折率と前記基板の屈
折率の間の値である層を有し、
　前記吸収層は、チタン原子に対する酸素原子の比が２より小さく３／２以上であるチタ
ン酸化物を含んでいることを特徴とする光学素子。
【請求項３】
　波長λにおける前記吸収層の消衰係数をｋ（λ）、波長５５０ｎｍの光の波長をλ５５

０とし、
　波長４００ｎｍから７００ｎｍにおいて最小二乗法によりλに対してｋ（λ）を線形近
似した際のλの係数をａとしたとき、
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　１．５≦ａ・λ５５０／ｋ（λ５５０）≦１０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１または２に記載の光学素子。
【請求項４】
　前記吸収層の厚さは、８ｎｍ以上であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一
項に記載の光学素子。
【請求項５】
　前記光学素子に、前記反射防止膜側から前記基板に向かって光を入射させた際の波長４
５０ｎｍから６５０ｎｍの各波長に対する反射率は１％以下であることを特徴とする請求
項１乃至４のいずれか一項に記載の光学素子。
【請求項６】
　前記光学素子に、前記基板側から前記反射防止膜に向かって光を入射させた際の波長４
５０ｎｍから６５０ｎｍの各波長に対する反射率は１％以下であることを特徴とする請求
項１乃至５のいずれか一項に記載の光学素子。
【請求項７】
　波長４００ｎｍの光に対する前記吸収層の吸収率をＡ４００としたとき、
　０≦Ａ４００≦０．１
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項に記載の光学素子。
【請求項８】
　前記光学素子のＩＳＯ色特性指数（ＩＳＯ／ＣＣＩ）のＢ値をＣＣＩｅ，Ｂ、Ｇ値をＣ
ＣＩｅ，Ｇ、Ｒ値をＣＣＩｅ，Ｒとし、前記基板のみのＩＳＯ色特性指数（ＩＳＯ／ＣＣ
Ｉ）のＢ値をＣＣＩｓｕｂ，Ｂ、Ｇ値をＣＣＩｓｕｂ，Ｇ、Ｒ値をＣＣＩｓｕｂ，Ｒとし
たとき、
　－４．６＜（ＣＣＩｅ，Ｇ－ＣＣＩｓｕｂ，Ｇ）―（ＣＣＩｅ，Ｂ－ＣＣＩｓｕｂ，Ｂ

）＜０
　－４＜（ＣＣＩｅ，Ｒ－ＣＣＩｓｕｂ，Ｒ）―［（ＣＣＩｅ，Ｇ－ＣＣＩｓｕｂ，Ｇ）
＋（ＣＣＩｅ，Ｂ－ＣＣＩｓｕｂ，Ｂ）］×ｃｏｓ６０°＜０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１乃至７のいずれか一項に記載の光学素子。
【請求項９】
　前記反射防止膜は、波長５５０ｎｍにおける屈折率が、前記吸収層の屈折率よりも小さ
く１より大きな層を有することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか一項に記載の光学
素子。
【請求項１０】
　前記光学素子は前記基板に隣接する位置に前記吸収層を有しており、
　前記基板の波長５５０ｎｍにおける屈折率をＮｓｕｂ、前記吸収層の波長５５０ｎｍに
おける屈折率をＮａｂｓとするとき、
　｜Ｎｓｕｂ―Ｎａｂｓ｜≦０．３
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１乃至９のいずれか一項に記載の光学素子。
【請求項１１】
　複数の光学素子を有し、前記複数の光学素子のうち少なくとも１つは請求項１乃至１０
のいずれか一項に記載の光学素子であることを特徴とする光学系。
【請求項１２】
　複数の光学素子のうち少なくとも１つはアッベ数が３０以下であるレンズであることを
特徴とする請求項１１に記載の光学系。
【請求項１３】
　前記光学系に用いられているガラスによる光の吸収のみを考慮した際の前記光学系のＩ
ＳＯ色特性指数をのＧ値をＣＣＩＯ，Ｇ、Ｒ値をＣＣＩＯ，Ｒとしたとき、
　５＜ＣＣＩＯ，Ｇ＜２０
　４＜ＣＣＩＯ，Ｒ＜２０
なる条件式を満たすことを特徴とする請求項１１または１２に記載の光学系。
【手続補正２】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の光学素子は、基板と、前記基板に設けられた反射防止膜と、前記基板と前記反
射防止膜の間に設けられ入射光の一部を吸収する吸収層と、前記基板と前記吸収層との間
に配置された中間膜を有する光学素子であって、前記中間膜は、波長５５０ｎｍにおける
屈折率が、前記吸収層の屈折率と前記基板の屈折率の間の値である層を有し、波長λにお
ける前記吸収層の消衰係数をｋ（λ）、波長４００ｎｍの光の波長をλ４００、波長５５
０ｎｍの光の波長をλ５５０、波長７００ｎｍの光の波長をλ７００としたとき、
ｋ（λ４００）／λ４００＜ｋ（λ７００）／λ７０００．０１＜ｋ（λ５５０）＜０．
１５
なる条件式を満たすことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　また、本発明の他の光学素子は、基板と、前記基板に設けられた反射防止膜と、前記基
板と前記反射防止膜の間に設けられ入射光の一部を吸収する吸収層と、前記基板と前記吸
収層との間に配置された中間膜を有する光学素子であって、前記中間膜は、波長５５０ｎ
ｍにおける屈折率が、前記吸収層の屈折率と前記基板の屈折率の間の値である層を有し、
前記吸収層は、チタン原子に対する酸素原子の比が２より小さく３／２以上であるチタン
酸化物を含んでいることを特徴とする。
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